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総説

聴覚障害児教育における教育オーディオロジー略史

立入 哉（愛媛大学教育学部）

概要

本稿では我が国に於ける教育オーディオロジーの原点を紹介し，現在に至る経緯を極めて短く述べた．西川

吉之助という父であり，教育者による聴力測定，補聴器の利用から始まり，戦後，十分な補聴器がない中で集団

補聴器の活用がまず拡がったこと，補聴器の発展と共に教育課程が変化したこと，さらに研究の側面から教育オー

ディオロジーの発展過程を紹介する．
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1．教育オーディロジー前史

江戸時代中期，聴覚障害者は箸と茶碗を持った物

乞いとして描かれ，労働で生計を立てることができな

かった記録が残されている．山尾庸三は密航でロンド

ンに留学し，イギリスの聴

覚障害児教育を学んで帰国

する．1871年，「盲唖学校

を創立せられんことを乞う」

との建白書を残し，その後，

1880年，東京に楽善会訓

盲院を設立した．京都では，

古河太四郎が1874年に2人

の聾唖の子供の教育を開

始し，1878年，盲唖院を開

学している．これが我が国

最初の聴覚・視覚障害児

Fig.1 江戸時代の聴覚障害者の描写

原典：伊藤蕣一著｢日本聾唖秘史言はぬ花｣ (1941)

伊藤政雄著｢歴史の中のろうあ者」(1998)

のための学校とされている．初期の教育法として，山

尾庸三は楽善会訓盲院において，米国でアレキサン

ダーグラハムベルの視話法を学んだ伊沢修二による

手話法を試みていた．後に三重県立聾唖学校で初の

聾者の教員となる吉川金造は視話法により，他人の

話を見分けたとされている．つまり，読話法をとって

いたわけだが，これが全国に広がることはなかった．

一方，古河太四郎は京都盲唖院において手勢法と名

付けたろうあ者が日常用いていた伝統的な手真似を

教育手段として活用し，文字と結びつけ，筆談に導く

指導を行っていた．今で言う，バイリンガル教育とも

言えるかもしれない．

2．西川吉之助から始まった教育オーディオロジー

口話法教育の開始は世界的には1880年に第2回

ICEDがミラノで開催され，聾教育は口話法で行うべ

きとの宣言であろう．それから，約40年後，1919年，

西川吉之助の三女濱子に聾の診断がおりる（Fig.2)．

吉之助は早速，京都市立盲唖院に見学に行くが，そ

こでは手勢法による教育を行っていた．吉之助はアメ

リカに在住していた経験があり，アメリカにおける口話
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法教育を知っていたことから，Volta Review誌を参考

に，絵日記指導の開始や，Right oral schoolの教材

を輸入し，自らが教師となり教授することで，濱子の

読話力と発音力はめざましく向上した．この頃，オー

ジオメータによる聴力測定やカーボン式補聴器を濱子

に使用し，単語了解度での補聴効果測定や集団補聴

器をした聴覚利用を開始している．教育の場における

オーディオロジーの実践が吉之助によって開始された

ことが分かる．1925年，吉之助は西川聾口話教育研

究所を開所し，月刊誌「口話式聾教育」を私費で刊

行，さらに濱子を連れて口話法に関する全国講演を

行った．その当時のオージオグラムは現在と単位が

異なり，現在の単位では，濱子の聴力は右が110，

左が88dBHLと想像する（Fig.3)．当時販売されてい

たカーボン式補聴器「アコースティコン」の周波数特

性は1kHzに大きなピークがあり，他の周波数の増幅

はなく，濱子もこれを使っていたと思われる．Fig.4は

連続音叉またガルトンホイッスルと言う周波数を変えら

れる楽器による濱子の聴取実験の様子である．補聴

器装用で聞こえた音，補聴器なしでも聞こえた音，まっ

たく聞こえなかった音が描かれており，ここからも，左

耳の聴力が良かったことがわかる．このように，補聴

器非装用時と，補聴器装用時の聴取成績の比較も既

に吉之助によって実施されている．当時の記録を，他

にも探してみると，裸耳の聴力の結果や，アコースティ

コン装用時の聞こえの状態，非良聴耳について補聴

器なしの状態，補聴器を使用した状態の記録なども

残っている（これらの記録は滋賀県立聾話学校に保

存されている絵日記の裏面に残されている）．さらに，

集団補聴器による聴取学習として，オートリ式聾唖専

用拡声器を用いて，聴覚活用を行っている写真が残

されている．

「口話式聾教育」誌の表紙からも当時の変化を知

ることができる．創刊第1号は，口の動きを鏡で見る，

つまり口話重視を感じさせるが，第4巻からは2A型

オージオメータで聴力測定をする写真が表紙に使用さ

れており（Fig.6），聴覚の利用が考えられ始めている

ことがわかる．また，この頃，発行元が西川吉之助

個人から日本聾口話普及会に変更されている．この

日本聾口話普及会は1925年に西川が副会長になり設

立され，その後，聾教育振興会と名前を変え，西川

Fig.2 西川吉之助（右）と三女 濱子（左）

Fig.3 当時の濱子のオージオグラム

出典：口話式聾教育、第2号 口絵,1926

Fig.4 補聴器非装用時と装用時の聴取比較結果

Fig.5 集団補聴器を用いている西川吉之助
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Fig.6 「口話式聾教育」の表紙に見る口話法から聴覚利用への変化

は理事となり，会長として徳川将軍の血を引く徳川義

親を迎える．戦中戦後，名称を変えながら，現在は，

聴覚障害者教育福祉協会として，障害者関係団体で

日本で最も長い歴史を持つ団体として今も活動が継

続されている．現在の会長は，前参議院議長の山東

昭子であり，日本教育オーディオロジー研究会の会

長の大沼直紀はこの聴覚障害者教育福祉協会の評議

員でもある（Fig.7）．

3．戦後，オーディオロジーの本格化

戦前は十分な出力のある補聴器がなかったために，

実質的に聴覚を活用することができなかった．それゆ

え，いわゆる純粋口話法という時代が続いていた．

戦後，日本聾話学校の大嶋功（Fig.8）らが米国から

中古の補聴器を取り寄せ，学校の児童生徒に装用さ

せた．日本聾話学校の大嶋功，十時晃によるオーディ

オロジーの輸入と日本での実践が行われたわけだ

が，補聴器利用は当初，広がらなかったとも言われ

ている．その理由は，口話が下手になるというものだっ

た．その中でも，一部の熱心な教員が補聴器利用と

聴覚活用に取り組んだ．成人の個人補聴器がまだ一

般的になっていない時代に，まず，聾学校が集団補

聴器を使用できる環境を整えた．こうした教育的活動

が，日本で教育の場でオーディオロジーが独自の路

線を築くきっかけになったとも言える．この当時のビデ

オをご紹介したいと思う（Fig.9にてYoutube動画にリ

ンク）．映像には，教師が固く子供の手を握っている

様子が映っている．撮影中，動くなという意図かも知

れないが，この時代，十分な出力がなく，子供にとっ

ては聴覚を使うという時間は，あまり心地の良いもの

ではなかったのかもしれない．

Fig.7 大沼直紀会長と聴覚障害児教育福祉協会

会長 山東昭子氏（写真当時は参議院議長）

http://www.bit.ly/3TtMpzH

Fig.9 戦後間もない聴覚活用教育の様子
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日本聾話学校＝唖（話せない）から「話せる」に
*聾話学校＝日本に２校だけ（他は滋賀県立聾話学校）
*1920年 ライシャワー夫妻＋クレーマ女史による日本聾話学校 開校

*大嶋功（1907年生まれ）
1931年 東大文学部卒、同年 日本聾話学校に奉職
1942年 副校長、1946年占領下 「GHQ特殊教育アドバイザー」

＝GHQと強いつながり→盲・聾学校義務化に多大な尽力
1951年 日本聾話学校校長就任
1989年 【聴覚主導の教育】 （手話を使用しない教育法の探求）
1995年 校長退任(教員生活 64年、校長経験 44年間)
1998年 ご逝去

1997年9月10日に大嶋功先生から立入に下さったお葉

書．文面には「オージオロジスト養成を預かっている日本

唯一の大学へのご勤務となり，ご母校という・・・・本

当の十分なオージオロジストの輩出を心から願います」と

記載されている．大嶋先生が愛媛大学におけるオーディ

オロジーに関する実践をお認めくださった貴重なお手紙．

Fig.8 日本聾話学校と大嶋功学校長、大嶋先生からのお葉書

日本聾話学校の「聾話」という校名だが，漢字の

通り，「聾唖」ではなく「話」である聾学校を目指し

て作られた私立の学校である．大嶋功の大きな業績

として，1946年，占領下において，GHQ特殊教育ア

ドバイザーとして盲学校・聾学校の義務化に多大な

尽力をしたことが挙げられる．さらに，1989年には聴

覚主導の教育を掲げ，手話を使用しない教育法を探

究するということを始め，日本で初めて聾学校内にオー

ディオロジー部を設けた．

集団補聴器の利用と活用拡大は附属聾学校を中心

に推進され，磁気誘導ループ方式は星龍雄，志水康

雄らにより相互通話無線式集団補聴器という形で発展

する．一方，赤外線を利用した集団補聴器は日本聾

話学校の加藤大典，山形聾学校の大原良紀によって

独自に開発され，発展した．

4．自然法を支えた教育オーディオロジー

昭和中期，谷間の子供たちを対象に自然法の教育

が始まる．谷間の子供たちとは，小学校に入学するに

は聴力が厳し過ぎ，聾学校に入るには聴力が良すぎ

るといった難聴児である．まず，東京教育大学附属聾

学校に谷間の子供たちを対象にした難聴学級が設立

される．ここに松崎節女（愛媛大→徳島聾→附属聾），

今井秀雄（北大→特総研），金山千代子（石川聾→

附属聾）が加わり，当時，補聴器が使用できる難聴

児を対象に言語指導を行い，言語指導モデルを構築

し，聴覚活用を通じて言語獲得が可能であることを実

証した．松崎節女は「言葉の風呂に入れる」という

「うたい文句」を使い，聴覚の活用で自然と言語獲

得ができるという「自然法」を確立する．その後，4

歳児，5歳児学級の開設，3歳児学級，2歳児以下の

教育，そして1975年頃には0歳児学級の本格化と早期

教育が進展する．このような指導対象児の年齢の低

下により母親の教育活動への参加の重要性が認識さ

れるようになった．この結果，小林理学研究所の中に

母と子の教室が誕生する．1966年，母と子の教室の
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【谷間の子どもたち】の指導
母と子の教室

難聴児を対象に聴覚活用を通じた

言語獲得が可能か実証

「言語指導モデル」の構築

松崎節女の言語指導感

「こどもにはどんどんコトバを与えた」

「ことばの風呂に入れるという観点で

普通のこどもとしての適当な文の型で

入れた」「生活するところでコトバが産

まれる」「難しそうなことでも生活場面

では子ども達は理解できる」

聴覚の利用で自然と言語獲得が進んだ＝「自然法」の開始→audiologyと言語指導とが密着の関係に

Fig.9 自然法を成立させた聴覚利用とオーディオロジーを基盤に発展した母親法

Fig.10 徳島県立聾学校（現 徳島聴覚支援学校）における就学時年齢の変化

自

然

法

岡本途也
今井秀雄
金山千代子

【母親法】
金山千代子

創立には，岡本途也（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学

教室教授），今井秀雄，金山千代子が参画し，聴力

80dBまでの子を対象に補聴器の装用指導と言語指導

が開始された．その後，金山千代子の愛弟子である

伊藤泉が岐阜市にみやこ園を設立し，金山に母子共

に指導を仰いだ平戸武子が静岡母と子の教室を開く．

母と子の教室は，その卒業生（当事者），指導を受

ける親子，専門家の3者が協力し合う「トライアングル」

という会に発展し，母と子の教室は役割を終える．こ

の母と子の教室の中で培われた方法が「母親法」で

ある．補聴器の普及により自然法が可能になった，つ

まり，聴覚活用と音声言語によるコミュニケーション能

力が開発され，聴覚活用が言語指導の大きな柱となっ

た．結果，統合教育が普及し，聞こえる子供の中で，
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自然な言語環境で言語獲得ができることが発見され

た．こうした聴覚の利用，つまりオーディオロジーと，

言語指導が密着に関係することにより，母親法が完成

されたわけである（Fig.9）．

Fig.10は，徳島県立聾学校の就学時年齢を表にし

たものである．同校の安川宏の集計によれば，1960

年代は，4歳，5歳になって聾学校に来る子供が多かっ

たが，1970年代になり，ABRが使用できるようになり，

1歳・2歳の子供の就学が進むようになったと言う．そ

して1990年頃からは0歳児の就学があり，新生児スク

リーニングが始まってからは，ほとんどが0歳児で就

学できるようになった（Fig.10は同校 樋口恵子主幹

教諭提供）．聴覚障害乳幼児の受け皿として，ろう学

校の教育相談があり，聴覚障害乳幼児の4分の3程度

がろう学校の教育相談を利用している．その次に多い

のは旧難聴幼児通園施設で，約4分の1の子どもが通っ

ている．こうした聾学校が，聴覚障害乳幼児の教育

相談を引き受けてきたという歴史は他の障害種になく

聴覚障害だけの特徴といえる．聾学校の乳幼児数に

ついて，平成19年と28年度の変化を見たものである．

平成19年度では0歳児390人，1歳児450人，2歳児572

人であり，3歳児以降は平均すると，学年で約600人

の子供が通学していることがわかる．ところが平成28

年度では0歳児から既に600人を超えている（Table 1）．

新生児スクリーニングの普及により，0歳児から聾学校

に来ている様子が良くわかる．0歳児からの教育を聾

学校が担い，補聴器や人工内耳の相談を受けている

実情が数値に現れている．

5．教育課程の変遷と教育オーディオロジー

1990年頃から補聴器をつけていれば，いずれ慣れ

るということを待つ時代から，補聴器をつけられるよう

に調整ができる時代になった．「聞こえさせる」から「聞

こえる」時代になったその背景には，補聴器調整法

の大きな進化があったと思われる．補聴器の音に慣

れる訓練をして装用率や常時装用時間を長くしようと

しなくても，子供自身から「聞こえるからつける」と言

い出し，自ら補聴器の装用を進んで行う児童が増えた

時代でもあった．聾学校の目的としては，学校教育

法に「通常の学校に準ずる教育を行うと同時に，あわ

せて，障害を補うために必要な知識技能を授けること」

が必要とされている．障害への対応として，1971年「養

護・訓練」領域が設定され，1999年には「養護・訓

練」は「自立活動」という名称に変更される．この名

称変更には，1986年のVolta Review誌の「聴能訓練

から聴覚学習へ」（Fig.10）という流れが影響を及ぼ

したと考えている．その頃の私自身の実践をビデオで

紹介したいと思う．「音の買い物ゲーム」であるが，

オーディオカードを利用し，母親が話した買い物を聞

いて探してくるというゲームである．このビデオの中で，

教えなくても自分でスピーカに耳を近づけることがで

きる子供の姿を見ることができる（Fig.11）．こうした

指導事例は「音遊びの聴覚学習」としてまとめられ，

多くの聴覚障害児教育施設等でご利用いただけた

（Fig.12）．

Table 1 聾学校の乳幼児の数の変換

出典：

1）庄司ら：新生児聴覚スクリーニングの進展と聾学校における

乳幼児支援体制の現状、特殊教育学研究 49(2)135-144,2011

2）齋藤・廣田・大沼：我が国の特別支援学校における聴覚

障害乳幼児教育相談の現状、日本聴覚医学会補聴研究会資料

1-7,2018

Fig.10.12 「Volta Review」と「音遊びの聴覚学習

http://www.bit.ly/3EsXc95

Fig.11 当時の聴覚学習指導場面

平成 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

19 395 450 572 617 619 561

28 609 569 635 約600/年の対象児がいる
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聾学校では，聴覚障害児の発見時から一貫した聴

覚口話法を行っているわけだが，その目標は，言語

獲得と社会自立である．この言語獲得と社会自立の

ための手段として，聴覚の利用を考えて実行している．

聴力の測定，個人用・集団用補聴器の使用，補聴器

の調整と評価，聴覚学習，FMなどの効果的な利用，

代替システムを含むALD（補聴援助システム）の活

用を指導している．一方で，言語獲得・社会自立の

手段としての言語指導も行っている．一つは，先ほど

申し上げた，0歳児からの教育，そして母親法，ある

いは自然法の実践である．この母親法，自然法と聴

覚活用とが両輪となって聴覚口話法という教育法が成

立する．聴覚障害児教育の中でのオーディオロジー

は，聴覚口話法という教育方法の根幹を支えるもので

あり，教育手段と言っても良い．

6．「教育オーディオロジー」の研究推進

教育オーディオロジーという研究面の変遷を医学領

域から挙げる．日本聴覚医学会に内包される補聴研

究会は1978年から始まっており，その目的は，1978

年には「教師を含む意志の疎通，情報交換，連絡」

と書かれており，2000年には「難聴教育教員の情報

交換と協力の進展」とされている．これに従い，今ま

でも様々な聴覚障害児教育に関する演題が出されて

きた．乳幼児の補聴器，イヤモールド，FM補聴器，

子供の補聴器のフィッティング，耳かけ型FM補聴器，

トランソニック，子どもの人工内耳，幼少時の補聴器，

補聴システム，乳幼児の聴覚補償，乳幼児の補聴器

フィッティング，中学校における軽度難聴，二言語教

育，乳幼児の補聴器や人工内耳，保護者支援，軽度

中等度難聴児，語音を用いた補聴器適合，聴覚情報

処理障害，特別支援教育制度の変容などが，今まで

の演題として取り上げられてきた．

教育系研究会として，全日本聾教育研究大会（全

日聾研）を通した研究も欠かすことができない．様々

な経緯を経て，1967年，第1回全日聾研が開催され

る．全日聾研では，およそその2日目に分科会が開か

れている．この分科会には，1985年からは養護・訓

練（聴能），2000年からは自立活動（聴能・補償工

学）という分科会があり，発表件数も最も多いときに

は20演題ほどが出されていた（分科会の名称は大会

ごとに微妙に異なる）．その他，1970年代には大阪市

立聾学校が事務局となり，「教育オーディオロジー研

究会」が設立されたようだが，その後の経緯は不明

である．研究面の変遷としては，国立特殊教育総合

研究所（特総研）が関わる研究会，講習会を挙げる

ことができる．今井秀雄が中心となり，1973年～1989

年には夏期補聴研が開催され，1977年～1989年は補

聴講習会が開催された．その他，特総研が中心となっ

て多くの講習会や研究会が開かれた．こうしたものを

土台に高橋信雄が愛媛大学に，大沼直紀が筑波技術

大学において公開講座として補聴に関連する内容を含

む講座が，2004年の日本オーディオロジー研究会設

立まで開催されていた．私は1987年～2005年の間，

聴能情報誌「みみだより」を発刊していた．この「み

みだより」の読者を中心とした研究会が「フィッティン

グフォーラム」である．この研究会では，1993年にア

メリカのオーディオロジストである田中美恵子氏を日

本に招聘し，「Educational audiology」を初めて「教

育オーディオロジー」と邦訳させていただいた．1996

年には「言語聴覚士の法制化を見据えて」というテー

マで議論をし，聴覚障害児教育のもとで行われてきた

ことを，言語聴覚士の法制化以降も継続して行える方

策を議論した．このことをきっかけに，言語聴覚士と

並ぶ専門性の確立と実践の継承をするべく，各地に

教育オーディオロジー研究協議会が立ち上がることに

なる．この際，教育機関でオーディオロジーを続けら

れる法的根拠を文書にしておくため，広島県福祉保健

部長と当時の厚生省との照会文書を作っていただけ

た．「聴力検査および補聴器装用訓練は，聾学校，

難聴学級，難聴通級指導教室においても，現在行わ

れている行為を含むものではない」ということで，言

語聴覚士は名称独占であるが，業務独占ではないこ

とを明確化する文書が残ることに繋がった（Fig.13）．

1991年，ある雑誌に世界初の耳掛け型FM補聴器

の広告が掲載され，早速，このExtend-Earの日本へ

の輸入交渉を始めた．紆余曲折後，1994年にダナジャ

パン社にExtend-Earの輸入総代理店を引き受けてい

ただけ，発売記念として自らがExtend-Earのユーザー

であるDr.Mark Rossを招聘し，International Forum

という会を開催した．このアメリカから，Dr.Carol Flexer

を招いた第6回目International Forumを，第1回日本



- 20 -

聴覚障害児教育における教育オーディオロジー略史

■1997年の言語聴覚士法の発足後の対応

1）広島県福祉保健部長から

厚生省健康政策局医事課長に対する照会文書

（広島県 医第143号 平成10年10月1日）

2）医事課長から広島県福祉保健部長宛

「貴見のとおりと思料する」との回答

（厚生省医事第55号 平成10年10月7日）

3）この通知を文部省初等中等教育局

特殊教育課長から全国に通知

（文部省10初特第35号 平成10年10月8日）

Fig.13 教育機関でaudiologyを続けられる法的根拠

重度・最重度の「補聴」に関する国際フォーラムInternational Forum
講演講師

1994年 Dr.Mark Ross（国際難聴者連盟 会長）

1996年 Chris Hawrylak Evans（Rochester聾学校 Ed.Aud.※）
1998年 Dr.Cheryl DeConde Johnson（コロラド州Ed.Aud.）
2000年 Dr.Barbara R. Murphy（Chicago Ed.Aud.）
2002年 Dr.Cheryl DeConde Johnson（APDの日本への紹介）
2004年 Dr.Carol Flexer（Ed.Aud.）
＝第1回 日本教育オーディオロジー研究会設立総会記念講演

※Ed.Aud. = Educational Audiologist
Dr.of Audiologyのうち教育系を担う専門家

1991年からExtend-Earの輸入交渉を開始

Fig.14 Extend-Earの輸入から始まったInternational Forumと日本教育オーディオロジー研究会

1994年、ダナジャパン社が
輸入総代理店を引き受け

日本での発売開始

発売記念で自身がExtend-Ear
ユーザーであるDr.Mark Rossを招聘

教育オーディオロジー研究会の設立総会における記

念講演に位置づけした（Fig.14)．先ほど，紹介した

ように大学における公開講座の内容は，各地の教育

オーディオロジー研究協議会が各地域で開催し，上

級的な内容については，日本教育オーディオロジー

研究会が全国持ち回りで上級講座を開催するという流

れができあがった．この講師が中心となって執筆され

た本が「教育オーディオロジーハンドブック」である．

「みみだより」が担っていた情報提供は，現在は日

本教育オーディオロジー研究会のメーリングリストとい

う形で行うに至っている（Fig.15）．

7．今後の教育オーディオロジー

聴力評価，補聴手段，補聴援助システム，コミュ

ニケーション力，認知，自己認識．学力評価，社会

での自立力，手話を含む言語スキルなど，聴覚障害

児の教育機関は，聴覚障害児を社会に送り出すまで，

様々な関連要素を総合的に支援する役割を担ってい
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公開講座 みみだより フィッティング・フォーラム International Forum

2004年 日本教育オーディオロジー研究会 発足

上級講座における 日本教育オーディオロジー研究会

北海道教育オーディオロジー研究協議会 公開講座・研究発表会 によるメーリングリスト

東北教育オーディオロジー研究協議会

関東教育オーディオロジー研究協議会

北陸教育オーディオロジー研究協議会

東海教育オーディオロジー研究協議会

近畿教育オーディオロジー研究協議会

中国教育オーディオロジー研究協議会

四国教育オーディオロジー研究協議会

九州教育オーディオロジー研究協議会

【上級講座】は全国持ち回りで開催

（3年に1回は愛媛大学で開催）

2022年、第18回上級講座で一度打ち切り 講座講師が中心になって執筆

（2017年刊）

Fig.15 2004年の日本教育オーディオロジー研究会の発足前後の関係性

初級内容は各地域で実施

る．現在，聴覚特別支援学校に，徐々に言語聴覚士

が配属されるようになった．結果として，分業ができ，

教諭の負担が減る，耳鼻科医との連携が深まるという

利点があると思う．一方，課題としては教諭が聴覚障

害の様態の把握が難しくなったこと，言語聴覚士は教

諭ではないため，自立活動を含む授業を担当できな

いという問題がある．今後，教育機関に在籍する言

語聴覚士と教諭とが協同や分担を行う必要になってく

ると思う．教育機関における言語聴覚士の役割をどの

ようにしていくかが今後の課題かと思う（Fig.16）．

Fig.16 教育機関に在籍する言語聴覚士との協同・分担

※諸先輩方のお名前の敬称を歴史紹介としての意味

もあって省略させていただいた．私自身の恩師でもあ

り，敬称を付けるべきところを略してしまった失礼を記

してお詫び申し上げる．

追記：本稿は第67回日本聴覚医学会で行われた第44

回補聴研究会に於ける講演を元に加筆・修正したも

のである．

（2022年10月25日受稿・2022年11月16日受理）


